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年度別住民監査請求監査実績 
（平成２７年度～令和６年度）  

令和７年４月 1 日 

鳥取県監査委員事務局 

実施 

年度 
件名 経緯 結果の概要 

結果に対する

知事等の対応 

６ 開示請求

に係る公

文書送付

に要した

配達証明

に係る郵

便料金に

ついて 

R6.9.12 受付 

(請求人：１名) 

 

R6.10.15 受理 

 

R6.11.11 棄却 

請求人は、県民課職員が請求人に対する通知文書を特定記録郵

便など、より安価な方法によらず、配達証明郵便により郵送した

ことによる差額の支出が、違法又は不当な公金の支出に当たる旨

主張している。 

＜監査の結果＞ 

配達証明郵便の使用に妥当性を欠く点は見当たらず、事務手続

きも適正であったことから、裁量権の逸脱・濫用というべきもの

はなく、違法又は不当な公金の支出に当たるとは認められない。 

また、行政事務の文書が多種多様であることを鑑み、「それぞ

れの所属において、文書の内容の重要性及び相手方の状況を踏ま

えて判断し、配達の確実性や履歴の保存の必要性に応じて、適切

な特殊郵便を使用する」という方針は合理的かつ現実的であり、

その運用に当たっては、正当な決裁手続きを経たものについては

各所属に相当程度の裁量が許容され得るものと考えることから、

棄却する。 

－ 

職員の過

失による

公文書再

送付に要

した郵便

料金につ

いて 

R6.9.30 受付 

(請求人：１名) 

 

R6.10.15 受理 

 

R6.11.11 棄却 

請求人は、政策法務課職員が、本来封入すべき公文書開示決定

通知書の「別紙」（開示対象公文書の件名が記載されたもの）及

び「別添」（閲覧に係る手続の説明などが記載されたもの）の送

付漏れにより、再度、請求人宛てに送付したことによる支出が、

不当な公金の支出に当たる旨主張している。 

＜監査の結果＞ 

当初施行文書の不備に対し、正当な文書を送付することにより

速やかな原状回復を図ったことに問題はなく、違法又は不当な公

金の支出には当たらないと考えることから、棄却する。 

－ 

５ なし 

４ 産業廃棄

物最終処

分場に係

る補助金

支出等に

ついて 

R4.3.25 受付 

(請求人：10名) 

 

R4.4.6 受理 

 

R4.5.20 一部棄

却、一部却下 

１ 鳥取県環境管理事業センターは、産廃施設に係る周辺整備計画

策定準備事業において６自治会を対象として調査を実施してい

るが、このうち３自治会の区域は鳥取県廃棄物処理施設の設置に

係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例が定める

「周辺区域」外であり、補助金を交付することは不当な公金の支

出に該当する。  
＜監査の結果＞ 

６自治会は、手続条例、同施行規則等に基づいて「関係住民」

と位置づけられ、適正な手続を経て「周知の対象とする地域」に

定められていること、また、これらの区域は今後、特段の事情が

ない限り、鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例で定める周辺

整備計画の「対象地域」となることが確認された。よって、県が

補助金を交付することに違法又は不当性は認められないことか

ら、棄却する。 

２ センターが産廃施設設置を計画している米子市有地は、米子市

と環境プラント工業株式会社との間で締結された開発協定に基

づき、一般廃棄物処理場以外の目的への使用が禁じられているも

のであり、現協定のもとでは産廃施設の設置はできない。  
＜監査の結果＞ 

開発協定を締結したのは米子市と環境プラント工業株式会社

であり、県の職員が行った行為ではない。よって、開発協定の内

－ 
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実施 

年度 
件名 経緯 結果の概要 

結果に対する

知事等の対応 

容や変更の可否に関する解釈等の権限は、専ら協定の当事者が有

しており、県の監査の権限は及ばないと判断したので、却下する。 

国葬儀に

係る公金

支出につ

いて 

受付：R4.9.20

ほか 

受理：R4.9.21

ほか 

(請求人:９名) 

 

R4.11.14 棄却 

＜監査の結果＞ 

１ 違憲性・違法性について 

国葬は国の行為であり、住民監査請求の対象外である。 

２ 地方公共団体が公費を支出する違法性について 

地方自治法第２条第２項に規定する「地域における事務」に

は、個別具体的な法令の根拠はないが、普通地方公共団体の役

割を果たすため相手方との友好、信頼関係の維持増進を図るこ

とを目的とすると客観的にみることができ、かつ、社会通念上

儀礼の範囲にとどまる行為が含まれることを前提としているこ

とは、判決からも明らかである。また、「国葬」の内容につい

ては、これに出席する行為が社会通念上儀礼の範囲を逸脱する

ものと考えることはできず、知事及び議長のいずれもその他の

意義や目的を認識して出席したものとは認められない。以上か

ら、知事及び議長の国葬への出席は「地域における事務」と認

められ、違法な行為とは言えない。 

３ 地方公共団体が公費を支出する不当性について 

法第242条第１項に言う「不当」な支出か否かは、対象とす

る事務の行政目的を逸脱していないか、ないしはその実現に必

要かつ十分かどうかとの観点から判断すべきであり、その他の

事由で判断すべきではない。請求人の主張は、元首相の実績が

肯定的に評価できず国を挙げて追悼すべきではないことから国

葬に参加する費用の支出は不当であるとするもので、住民監査

請求制度の対象外である。 

－ 

３ なし 

２ 淀江産業

廃棄物最

終処分場

に係る埋

蔵文化財

本調査に

ついて 

R2.6.4 受付 

(請求人：１名) 

 

R2.6.8 受理 

 

R2.7.31 棄却 

＜本件請求に対する結論＞ 

措置請求事項の「すくなくとも、この淀江産業廃棄物管理型最

終処分場計画の実施が確定するまでは、予算執行すべきでない。」

については棄却。 

措置請求事項の「センターに対しても、埋蔵文化財発掘調査を

実施しないよう要請すべきである。」についても棄却。 

＜監査委員の判断＞ 

ア 文化財保護法の観点からの違法又は不当性の検討結果 

文化財保護法における県の位置付けから、請求人の主張する趣

旨を含め、不当性は認められない。 

イ 地方自治法第２条第14項の観点からの不当性の検討結果 

新たな地下水調査により関係事業の遂行が不可能となる可能

性についてはあくまでもひとつの見解であり、具体的な科学的知

見などの論拠もないことから、容認できない。地下水調査の結果

が出るのを待ってから埋蔵文化財本調査を実施することは、県執

行部において選択可能な政策又は方針のひとつに留まるもので

あって、これを選択しないからといって不当であるとまではいえ

ない。 

また、仮に何らかの事情により関係事業が遂行できなくなった

としても、埋蔵文化財の発掘調査の結果自体によりこれまで不明

であった情報が国民の知見として得られることとなり、無駄とま

ではいえない。 

― 

元 なし 
３０ なし 
２９ なし 
２８ なし 
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実施 

年度 
件名 経緯 結果の概要 

結果に対する

知事等の対応 

２７ 産業廃棄

物最終処

分場整備

に係る補

助金支出

等につい

て 

H27.4.17 受付 

(請求人：９名) 

 

H27.4.22 受理 

 

H27.6.1 一部

棄却、一部却

下、意見 

(１) 
ア 推進補助金の返還を求めることについては、理由がないもの
と認め、棄却。 

イ 運営費補助金について返還を求めることについては、証する
書面の提出がなく、住民監査請求の要件を欠くため、却下。 

ウ 不完全な生活環境影響調査書（案）で住民説明等行ったこと
による損害賠償請求については、住民監査請求の要件を欠く
（県職員による財務会計上の行為ではなく、また、県に損害が
生じていない）ため、却下。 

(２)センター等に対し、引き続き住民の理解を得るための取組を進
めるよう働きかけることについて意見。 

― 

 


